
岡崎市特殊詐欺対策装置購入費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、特殊詐欺対策装置の購入費の一部を予算の範囲内において

補助するため、補助金の交付に関し、岡崎市市費補助金等に関する規則（昭

和34年岡崎市規則第３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、特殊詐欺対策装置の普及を促進することにより、深刻化

する高齢者の特殊詐欺被害の未然防止を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、特殊詐欺対策装置（以下「装置」という。）とは、

次の各号に定めるところによる。 

⑴ 通話録音装置 固定電話に取付け、通話内容を録音する機器で、電話着

信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える機能を有する機器を

いう。 

⑵ 着信拒否装置 固定電話に取付け、管理サーバーに登録された迷惑電話

を発信する電話番号からの着信を自動で判別し、着信を拒否又は通知する

機能を有する機器をいう。 

⑶ 通話録音装置の機能又は着信拒否装置の機能を内蔵する固定電話機 

 

（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、市内に住所を有し、現に居住している65歳以上の者（以

下「高齢者」という。）で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ ひとり暮らしの者 

⑵ 高齢者のみで構成される世帯の構成員 

⑶ 日中に住居に高齢者のみとなることが常態である世帯の高齢者 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、同一の世帯に、過去にこの要綱に基づく補助金の

交付を受けた者がいる場合は除く。 

 

（装置の購入） 

第５条 補助対象者が自身による装置の購入が困難な場合には、購入を委任する

ことができる。 



 

（補助対象経費） 

第６条 補助対象経費は、装置の購入に要する費用（装置の設置費を除く。）で、

１世帯につき装置１台までとする。 

 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（1,000円未満の端数

があるときは、これを切捨てた額）とし、6,000円を上限とする。 

 

（交付申請） 

第８条 補助金の交付申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、装

置の購入日の属する年度の３月31日までに岡崎市特殊詐欺対策装置購入費補

助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市

長へ提出しなければならない。 

 ⑴ 領収書の写し 

 ⑵ カタログ等、購入装置の機能が確認できるもの 

 ⑶ 家族状況申出書（第４条第１項第３号に該当する場合に限る） 

 ⑷ 委任状（第５条により委任する場合に限る） 

 ⑸ その他、市長が必要と認める書類 

 

（交付決定及び確定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審

査し、補助金の交付を適当と認めたときは、岡崎市特殊詐欺対策装置購入費

補助金交付決定通知書兼確定通知書（様式第２号）により、申請者に通知す

るものとする。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第10条 交付決定者は、前条に規定する通知書を受けた後、速やかに岡崎市特殊

詐欺対策装置購入費補助金請求書（様式第３号）により、市長に対し補助金

を請求するものとする。 

２ 市長は、請求書を受理したときは、その内容を審査した上で、速やかに補助

金を交付するものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第11条 補助事業により取得した装置については、減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定められている耐用年数に相当す



る期間（同令に定めがない場合については市長が別に定める期間）内におい

て、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 市長の承認を受けて装置を処分したことにより収入があったときは、市長は、

その収入額の全部又は一部を市に納付させることができる。 

 

（検査等） 

第12条 市長は、補助事業に関して必要があると認めるときは、交付決定者に対

し、補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示

することができる。 

２ 交付決定者は、前項の規定により報告を求められた場合又は指示があった場

合は、速やかに市長の求めに応じなければならない。 

 

（交付決定の取消し又は返還） 

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付決定及び交付を取り消すものとし、交付確定金額の全部若しく

は一部を取り消し、又は既に支払われた補助金の全部若しくは一部を返還さ

せることができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

⑵ 関係法令等に違反したとき。 

⑶ 第11条の規定に違反したとき。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、岡崎市特殊詐欺対

策装置購入費補助金取消決定通知書（様式第４号）により、当該交付決定者

に通知する。 

３ 第１項の規定により補助金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該補助金

を市長が定める期日までに、既に支払われた補助金の全部又は一部を返還し

なければならない。 

 

（雑則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 



２ この要綱は、令和９年３月31日限りでその効力を失う。ただし、同日以前に

この要綱の規定に基づき、既になされた交付申請に係る補助金の交付に関し

ては、同日後も、なおその効力を有する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


